
様式第１０ 法第 49 条第４項第１号関係（都市計画法第 29 条第１項・２項の開発許可） 

都市計画法第 29 条第１項又は第２項の許可に関する事項 

開発行為をしようとする者 住所 南三陸町志津川字沼田 56 番地 2 

             氏名 南三陸町長 佐藤  仁 ㊞ 

                (復興事業推進課) 

※手数料欄 

 

 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称 
宮城県本吉郡南三陸町戸倉字戸倉 37

番地 1の一部他 41 筆(別紙のとおり) 

２ 開発区域の面積 23,213.54 平方メートル 

３ 予定建築物等の用途 
専用住宅 

集会所 

４ 工事施行者住所氏名 未定 

５ 工事着手予定年月日 平成 25 年 11 月 28 日 

６ 工事完了予定年月日 平成 26 年 11 月 28 日 

７ 自己の居住の用に供するもの、自己の業

務の用に供するもの、その他のものの別 
その他のもの 

８ 都市計画法第 34 の該当号及び該当する

理由 
 

開
発
行
為
の
概
要 

９ その他必要な事項 農地及び自然公園法は復興整備協議会 

※ 受付番号 年   月   日  第     号 

※ 同意に付した条件  

※ 同意番号 年   月   日  第     号 

備考 １ 開発行為をしようとする者又は工事施行者が法人である場合においては、氏名は、その法人の

名称及び代表者の氏名を記載すること。 

２ 開発行為をしようとする者が被災関連市町村等である場合においては、住所の記載及び押印を

省略することができる。 

３ ※印のある欄は記載しないこと。 

４ 「法第 34 条の該当号及び該当する理由」の欄は、申請に係る開発行為が市街化調整区域内に

おいて行われる場合に記載すること。 

５ 「その他必要な事項」の欄には、開発行為を行うことについて、都市計画法その他の法令によ

る許可、認可等をする場合には、その手続の状況を記載すること。 

 

 

 



別紙　開発区域に含まれる地域の名称

大字 字 地番 備考
戸倉 戸倉 32-3 一部
戸倉 戸倉 34-2 一部
戸倉 戸倉 37-1 一部
戸倉 戸倉 37-2 一部
戸倉 戸倉 39 一部
戸倉 戸倉 41-1 一部
戸倉 戸倉 42-2 一部
戸倉 戸倉 43-1 一部
戸倉 戸倉 44-2 一部
戸倉 戸倉 45-1 一部
戸倉 戸倉 45-4 一部
戸倉 戸倉 74-1 一部
戸倉 戸倉 74-3 一部
戸倉 戸倉 76-1 一部
戸倉 戸倉 77-1 一部
戸倉 戸倉 79 一部
戸倉 戸倉 87-1 一部
戸倉 戸倉 90 一部
戸倉 戸倉 105 一部
戸倉 戸倉 116 一部
戸倉 戸倉 120 一部
戸倉 戸倉 42-1 全部
戸倉 戸倉 43-2 全部
戸倉 戸倉 76-2 全部
戸倉 戸倉 77-2 全部
戸倉 戸倉 82 全部
戸倉 戸倉 83 全部
戸倉 戸倉 84 全部
戸倉 戸倉 85 全部
戸倉 戸倉 86 全部
戸倉 戸倉 103-1 全部
戸倉 戸倉 103-3 全部
戸倉 戸倉 106 全部
戸倉 戸倉 107 全部
戸倉 戸倉 108 全部
戸倉 戸倉 109 全部
戸倉 戸倉 110-1 全部
戸倉 戸倉 110-2 全部
戸倉 戸倉 113 全部
戸倉 戸倉 114 全部
戸倉 戸倉 115 全部



様式第５号（第４条関係） 

設 計 説 明 書 （そ の １） 

開発区域に含まれる 
宮城県本吉郡南三陸町戸倉字戸倉37番地1の一部他41筆 

地 域 の 名 称 

設 計 の 方 針 

防災集団移転促進事業による住宅団地の形成を目的とし、安全・安心、快適に暮らせるまちづくり、地域コミュ

ニティーの確保、自然環境との共生を図った計画とした。 

造成計画：地区内は一部盛土が出るものの大部分が切土となり、宅盤は盛土とならないように計画する。残土に

ついては近接地に仮置きする。 

道路計画：将来的に国道398号バイパスから進入するよう（W=6.0）で計画し、区域内の開発道路も（W=6.0ｍ）

で計画する。 

雨水排水計画：地区内排水を現国道398号の側溝に放流し、将来的には国道バイパス398号に接続するようにする。 

汚水排水計画：開発工事外で合併浄化槽を個別設置で処理する。 

給水計画：国道398号バイパスよりφ50mmで供給し、途中増圧ポンプを1箇所設ける。 

消防水利：防火水槽を1基新設する。 

防災計画：仮設小堤を設け地区外への土砂流出防止を図り、仮設の排水、沈砂池等の防災施設を設置する。 

地 

域 

地 

区 

等 

イ 市街化区域       ロ 市街化調整区域 

用 途 地 域 等  ハ 非線引き都市計画区域  ニ 準都市計画区域 

ホ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域 

宅 地 造 成 工 事  

内 外 そ の 他 
農用地 

自然公園区域 規 制 区 域 

工 

区 

区 

分 

工 区 第  工区 第  工区 第  工区 第  工区 計 

地 名 及 び 地 番      

面 積 
23,213.54㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 23,213.54㎡ 

     

開 地 地 目 宅   地 農   地 山   林 法定外公共物 そ の 他 計 

発  
面 積 

－㎡ 20,784.91㎡ 772.86㎡ 494.64㎡ 1,161.13㎡ 23,213.54㎡ 

区 目       

域  
割 合 

－％ 89.6％ 3.3％ 2.1％ 5.0％ 100％ 

の 別       

土 所

有

者

別 

所 有 者 別 自己所有 買収予定 他人所有 そ の 他 計 

地 
面 積 

1,147.32㎡ 21,144.28㎡ －㎡ 921.94㎡ 23,213.54㎡ 

の      

現 
割 合 

4.9％ 91.1％ －％ 4.0％ 100％ 

状      

土 
区 分 

宅 地 用 地 公 共 施 設 用 地 
そ の 他 計 

地 専用住宅 住宅以外 公益的施設 道  路 緑  地 そ の 他 

利 
面 積 

6,269.87㎡ - ㎡ 447.60㎡ 14,161.11㎡ 1,413.00㎡ - ㎡ 921.96 ㎡ 23,213.54㎡ 

用         

計 
割 合 

27.0％ - ％  1.9％ 61.0％ 6.1％ - ％ 4.0％ 100.0％ 

画         

区

画

設

定

計

画 

区 画 数 最 大 区 画 面 積 最 小 区 画 面 積 区 画 の 平 均 面 積 

（住宅） 区画 

１９ 

㎡ 

330.00 

㎡ 

329.99 

㎡ 

330.00 

（集会所） 

   １ 
447.60 － 447.60 

上

水

道

施

設 

 消  

計 画 戸 数 

戸  建 共  同 計 
イ 公 営 水 道 防 イ 消  火  栓 

ロ 簡 易 水 道 水 ロ 貯  水  槽 
１９戸 ０戸 １９戸 

ハ 専 用 水 道 利 ハ そ  の  他 

ニ そ  の  他 施  
計画人口 ６７ 人 人口密度 ２９ 人／ha 

 設  

（注）１ 「設計の方針」の欄には、事業の目的（宅地分譲、建売住宅付分譲、社員住宅用地等）、土質関係、排水処理などにつ

いてできるだけ詳しく記入すること。 

２ 「工区の区分」の欄には、関係区域を工区に分けた場合のみ記入するものとし、工区が多数にわたるときは、別紙に記

載のうえ添付すること。 



設 計 説 明 書 （そ の ２） 

公共施設の整備計画 

種     類 番 号 
概       要 

管理予定者 用地の帰属 
費用負担 

幅 員 延 長 面 積 の 状 況 

道路 

 
取付道路 6.0ｍ 111.1m 789.91m2 南三陸町 南三陸町 なし 

 6-1 6.0ｍ 190.3m 1,338.99m2 南三陸町 南三陸町 なし 

 6-2 6.0ｍ 165.8m 1,072.90m2 南三陸町 南三陸町 なし 

 6-3 6.0ｍ 96.7m 662.50m2 南三陸町 南三陸町 なし 

 6-4 6.0ｍ 171.9m 1,156.80m2 南三陸町 南三陸町 なし 

  小計 735.8m 5,021.10m2    

 法面 － － 9,140.01m2 南三陸町 南三陸町 なし 

  合計 － 14,161.11m2    

        

 緑地1 － － 496.28m2 南三陸町 南三陸町 なし 

 緑地2 － － 295.71m2 南三陸町 南三陸町 なし 

 緑地3 － － 621.01m2 南三陸町 南三陸町 なし 

  小計  1,413.00m2    

        

上下水道 給水施設  φ50 613.6m － 南三陸町 なし なし 

  小計 613.6m －    

        

消防施設 防火水槽 40m3 1基 － 南三陸町 なし なし 

  小計 1基 －    

   

 
     

        

        

流末水路 流末水路 U600×600 119.6m － 宮城県 宮城県 なし 

  CSBφ600 7.2m － 宮城県 宮城県 なし 

 

公益的施設の整備計画 

公益的施設の名称 敷 地 面 積 管理予定者 計画の概要（建設時期等） 

集会所 447.60㎡ 南三陸町 造成工事概成後着手予定 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（注）１ 「公共施設の整備計画」には、都市計画法第４条第１４項及び同法施行令第１条の２に定める公共施設について記入

すること。 

２ 「公共施設の整備計画」の番号は、図面記載の番号と一致させること。 
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■設計方針 

1. 事業概要 
本事業は、東日本大震災で住宅を失った南三陸町波伝谷地区の被災者の住宅団地の形

成を目的とし、安全・安心・快適に暮らせるまちづくり、地域コミュニティーの確保、

自然環境との共生を考慮した防災集団移転促進事業を実施するものである。 
 [事業名]   波伝谷地区松崎団地防災集団移転促進事業 
 [事業箇所] 南三陸町戸倉字戸倉地内 
 [計画概要]  戸建住宅 19 戸 
 [開発区域の面積] 約 2.3ha 
 [施工期間] 造成工事         平成 25 年 11 月～平成 26 年 11 月 
   建築工事          平成 26 年 12 月～平成 28 年 11 月 
 
2. 計画地の地形・地質 

計画地は、JR 気仙沼線陸前戸倉駅から国道 398 号を経て東へ５ｋｍ、志津川湾に突き

出した丘陵地に位置する。 
地形は標高 15～34mの尾根状の台地地形で西側及び北側は急斜面であり海岸へ下って

いる。東側に向かっては緩やかに傾斜しつつ海岸沿いの段丘地形に変化する地形となっ

ている。 
当該地の地質は、表層約 1m がレキ混じり土砂、それ以深は強風化粘板岩（軟岩）が堆

積している。 
 
3. 土地利用計画 

住宅地は、3 街区で形成され東側 5 戸、中央 10 戸、南側 4 戸を配置し、緑地は 3 か所

に配置する計画とした。 
新設される国道 398 号バイパスから団地への取付道路（W=6.0ｍ）を新設する。 
開発地区内の開発道路（W=6.0m）は、宅地への利便性の確保、それに土地利用を考慮

した計画とする。 
また、調整池は、下流水路の改修により対応することで、設置しないこととした。 
（調整池設置の考え方） 
開発面積が 1ha を超えているので、調整池設置の有無の検討を県河川課と協議を行っ

た。 
その結果、開発地区が海の近辺であることを踏まえて、放流先水路管理者が水路につ

いて既設排水路または水路改修計画で安全上問題がないと判断した場合は、調整池を設

けなくても良いとの結論に至った。そこで、下流水路施設管理者である気仙沼土木事務

所、町建設課と協議を行い、本計画では仮設の排水管を経て、国道 398 号に附帯する側

溝に接続し、最終的には海岸へ放流する計画とした。国道 398 号線接続部から約 130ｍ
までの区間を改修する計画とする。ただし、新たに施工される国道 398 号バイパスの施

naoya.honma
長方形
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工時には流末水路の切替をする予定である。 
【暫定改修断面】 
○現国道 398 号側溝 
既設側溝 300×500、可変側溝、ＨＰφ600→U-B600×600 約 L=120ｍ 

 
 
4. 造成計画 

造成計画は、現況地形・水路等の排水条件、自然環境を勘案し、土地利用方針に基づ

いて、次の事項に留意して計画を行った。 
【基本方針】 
（１）住宅地は安全性の確保から切土地盤を原則とする。 
（２）雨水排水は、計画地区外への流れ出しを極力避け、速やかに集水し然るべき排

水施設によって安全に流末へ排水する計画とする。 
（３）住宅地の敷地は、原則道路より高くするとともに、隣接する宅地の高低差は最

大 1.0ｍ未満とする。 
（４）住宅地岩盤の扱い 

住宅地の造成面に岩盤（軟岩）が露出することが想定され、宅地としての品質

確保から、岩盤表面から深さ 50cm の範囲はリッピング等により破砕する。 
リッピング後は、締め固めは行わずブルドーザー等で整形仕上げを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）宅地部に直接接する外周の法面（町管理となる法面）は、維持管理を考慮し、

道路等の公的施設用地とする。 
 
（６）個人宅地の平均面積は 330m2を上限とし、形状は南北方向（16.5ｍ）、東西方向

（20.0ｍ）を標準とし、周辺条件を勘案の上で決定する。 
 
 
 
 
 
 

ｔ＝50cm 置換（中硬岩の場合） 
ｔ＝50cm リッピング（軟岩の場合） 

（住宅地岩盤の扱い） 

naoya.honma
長方形
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（７）法面勾配 
・切土法面 

土砂部→1：1.8 （小段 H=5.0ｍ W=1.5m） 
軟岩部→1：1.8  
宅地に接する法面 1：1.8 
（宅地造成規制法のがけの定義等を考慮する） 

・盛土法面 
1：1.8  

      ・宅地間法面（高低差 1.0 未満） 
        1：1.5 
 

（切土法面） 
切土法面の勾配は、地質調査結果の土質区分を踏まえて、「開発許可に係る技術

基準（宮城県）」「宅地防災マニュアルの解説（宅地防災研究会編）」にて示す通り

擁壁設置が必要ない範囲で設定し、植性、景観、施工性、圧迫感等を鑑みて、造

成法面については 1：1.5（1／ｔan33.7°）を標準とするが、本計画地においては、

宅地に接する法面が 5m 以上となり、宮城県における土砂災害防止法のイエローゾ

ーンの条件に該当するため、30°未満の法勾配となる 1:1.8 を採用した。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：がけ地形の考え方 
出典：宮城県における開発許可制度審査基準 

naoya.honma
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（盛土材及び法面勾配） 
盛土材は、場内発生土の強風化岩による土砂と軟岩を考える。その結果、盛土高は

最大で 10ｍ程度であるので、下表より法勾配を 1.8 とし、安定勾配で計画する。 
表 盛土材料及び盛土高に対する標準のり面勾配 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：宮城県における開発許可制度審査基準 

naoya.honma
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（戸建て住宅の基礎地盤と地耐力） 
 住宅地は安全性の確保から切土地盤を原則として計画を行う。そこで、基礎地盤の地耐 
力を見るのに、基礎地盤の種類と許容鉛直支持力度を下記に記す。 
その結果、戸建ての宅地地盤と想定される地盤は砂質地盤で 200kＮ/㎡～300kＮ/㎡の 

許容鉛直支持力が得られることが想定されます。ここで、宅地の荷重は 2 階建てで一般的

に 20 kＮ/㎡といわれていますので、支持力としては問題ないものと考えます。 
また、公益施設などの建設時には地質調査等を実施し、必要な支持力や地耐力を確認し、 

設計を行う予定です。 

 

  
 
（８）擁壁 

擁壁は、練積み造り擁壁を 1 街区と開発道路-2 との間に計画した。 
 

擁壁工 
・ 積ブロック擁壁（H=0.95～4.88ｍ） 
・ 位置：開発道路-2 道路 NO.2+11.32～NO.7+2.08 L=116.4ｍ 

施工においては、現場で土質・地質状況を確認し、必要に応じ、基礎及び基礎

処理工等の対応を行う。 
 

（９）残土処理 
住宅地を切土地盤としたことから、約 1.5 万 m3の残土が発生する。残土は全て

これから施工される国道 398 号バイパスに利用するため、隣接地への搬出を考え

る。 
 

道路土工 擁壁工指針参照 

naoya.honma
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5.  道路計画 

（１）取付道路 
・幅員：W=6.0ｍ（車線のない道路、道路法面等が生じる場合は、保護路肩 0.5m

設置） 
・縦断勾配：4.0％ 
・標準片勾配：1.5％ 

（２）開発道路 
・W＝6.0ｍ（車線のない道路、道路法面等が生じる場合は保護路肩 0.5m） 
・縦断勾配：0.1％～12.0％ 
・標準片勾配：1.5％ 

 
6. 公園緑地計画 

地域のコミュニティーの確保、防災、安全、健康増進、それに将来の維持管理を考慮

して緑地を計画する。配置は１街区に 2 箇所、中央街区に１箇所、計 3 箇所を配置し、

緑地-1，-2 については張芝をし、緑地-3 に関しては現況地盤はさわらず、現在ある樹木

を間伐するものとする。緑地率は、開発面積の 6.1％の 1,413.0 ㎡を確保した。 
 
7. 排水計画 

開発区域内の雨水排水は、道路側溝で集水し、開発道路 4 号線から地区外の仮設道路

部を経て新設される国道 398 号バイパスとの交差部まで側溝を新設し、そこからは仮設

排水管で下流の排水路へ放流する計画とした。国道 398 号バイパスが新設されると共に

排水路の切替をする計画である。 
また、取付道路で集水された水は新設される国道 398 号バイパスには接続せず、法下

を排して現況の水路に放流する。今後、国道 398 号バイパスが施工される際には、この

水路が分断されるため、県との調整が必要となる。 
排水施設の設計諸元は、都市計画法開発許可制度便覧に記載の排水施設の設計に拠っ

た。また、降雨強度式は、三陸の 5 年確率式（ｒ＝1209/（ｔ3/4+9.20））を用いた。 
尚、汚水排水については、入居者が個別で合併浄化槽を設置するので、開発工事での

施工は行わない。 
 

8. 上水道計画 
国道398号バイパスから取付道路を経由して、水道管（φ50）を約613ｍ新設し、地区

内へ導水する計画とした。地区内には住宅地への水圧確保を考慮して加圧ポンプを計画

する。 
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9. 消防水利計画 
地区内に防火水槽 1 基（貯水容量 40 ㎥）を緑地 1 の道路隣接部に計画する。本防火水

槽で計画地内の消防利水をカバーする（R=140ｍ）範囲とする。また、防火水槽の必要

地耐力は 80kN/㎡以上が必要であるが、計画地点は風化岩部（軟岩）であるので、基礎

工施工地点の支持力は下表（道路土工指針：擁壁工）より、300kN/㎡の確保が十分考え

られるので問題ない。 
 

表 基礎地盤の種類と許容鉛直支持力度（常時値） 

基礎地盤の種類 
許    容 
鉛直支持力度 
qa(kN/㎡) 

目安とする値 
一軸圧縮強度 
qu(kN/㎡) Ｎ値 

岩 盤 
亀裂の少ない均一な硬岩 
亀裂の多い硬岩 
軟岩・土丹 

1000 
600 
300 

10,000 以上 
10,000 以上 
 1,000 以上 

－ 

礫 層 密なもの 
密でないもの 

600 
300 － － 

砂 質 
地 盤 

密なもの 
中位なもの 

300 
200 － 30～50 

20～30 
粘性土 
地 盤 

非常に硬いもの 
硬いもの 

200 
100 

200～400 
100～200 

15～30 
10～15 

 
10. 防災計画 

（１）盛土対策 
（団地部） 
造成計画において、住宅地を切土部としたことから、盛土は限定された範囲での計画

となった。東側に位置する道路沿い（開発道路 1 号線）に現況沢部を盛土し、それ以外

は開発道路 4 号の一部に盛土部がある。 
当該盛土部の現況は傾斜地であるが、盛土高 約 5.0ｍであり、軟弱地盤等は存在しな

いので、丁寧な施工を行うとともに、下記に留意した計画とする。 
・ 盛土の施工に際しては、1 回の巻き出し厚 30ｃｍ以下とし、均等かつ所定の厚さ

以内に敷きならし、十分な締固めを行い、徹底した安全管理を行なう。 
・ 盛土に際しては段切り工を行い、盛土のすべりが生じないようにする。 
・ 盛土法面の中間部（小段付近）に適宜水平排水材を設置し、盛土部の水位低下と

速やかな排水効果を発揮させるようにする。盛土工事は法肩部を常に高くし、法

面への流下水を極力減らす施工を行う。 
・ 盛土法面の法肩部のラウンディング処理、法面植生（植生シート）を行い、侵食・

崩壊等を抑制する。 
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（取付道路部） 

取付道路部のほとんどの区間が盛土となる。盛土材としては、団地部の切土による発

生土流用土を採用する。 
道路盛土高は 10ｍほどあるが、盛土に際しては段切り工を行い、盛土のすべりが生じ

ないようにする。盛土対策としては、以下の通りの計画とする。 
・ 現況の表土については漉き取り（50ｃｍ）とともに、砂置き換えによりサンドマ

ット処理（50ｃｍ）による盛土部の排水促進を行なう。 
・ 盛土の施工に際しては、1 回の巻き出し厚 30ｃｍ以下とし、均等かつ所定の厚さ

以内に敷きならし、十分な締固めを行い、徹底した安全管理を行なう。 
 

（２）防災対策 
工事中の防災対策として、特に土砂流出と雨水流出に対して下記のことに留意する。 
・ 工事工程として、土砂流出防止を目的とした板柵工、雨水対策として仮排水路、

沈砂池、暗渠排水等の防災工事を先行する。 
・ 造成方法として開発地区全体が裸地状態になる期間を極力短くするような工程を

考える。 
・ 排水工事は下流からの工事を先行することで、流末の確保を考えた施工とする。 

・ 沈砂池は、堆積量として、下記の量を考慮した計画とする。尚、土砂流出は工事

中がピークで、工事完了後は、緑化工や舗装を行うことで、土砂流出量は少なくな

るので、排水工の土砂溜での対応を考える。 

① 改変範囲＝約 1.8ha    
流出土砂量＝310m3/年・ha×1.8ha=558m3 と想定 
沈砂池（10.0m×10.0m×1.0ｍ）を 2 か所設置することにより、200ｍ3 の土砂

量が見込めるので年間 3 回の土砂出しが必要となる。 
② 改編範囲＝約 0.4ha 

沈砂池（10.0m×10.0m×1.0ｍ）を 1 箇所設置することにより、100ｍ3 の土砂 
量が見込めるので年間 2 回の土砂出しが必要となる。 

 
 

11.  施工計画 
主要な工事として土工事の施工計画を記述する。 

（土工事） 
・ 土工事は環境・防災対策に配慮した計画を考える。 
・ 計画地の土工事は、全面を裸地化するのは防災的弱所をつくることになるので、

工事の進捗に応じて行う。 
・ 工事工程として、土砂流出防止を目的とした板柵工、雨水対策として仮排水路、

沈砂池、暗渠排水等の防災工事を先行する。 
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・ 掘削は、開発地区全体が裸地状態になる期間を極力短くするような工程を考える。 
 

（仮設道路工事） 
・ 仮設道路工は団地部土工事と並行して進め、現況町道を拡幅し、工事用道路を兼

用しつつ路体を形成し、無駄のない工程を検討する。 
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